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４．交渉事項

事業実行等に係る勤務条件について

当局） 只今から、全国林野関連労働組合北海道地方本部より先般申し入れ

のあった交渉を始めさせていただく。あらかじめ予備交渉で、交渉時間、

交渉項目等を整理していることから、それに基づき進行いただくようお願

いする。



組合） スノーモビルの適正な配置については、今年度の各署への稼働状況確

認作業を早めたことにより、全体的なスケジュールが早まり、５台の購入が

図られシーズンが始まる前に配置できることは大きな前進と見ている。

今後も道局としてスノーモビルは必要との認識の下、このスケジュール間

で更新等が進められる理解で良いか。

当局） スノーモビルについては、局としても必要であると認識しているところで

あり、今年度については、各署等からのスノーモビルの稼働状況等の報告

期限を早め、廃棄・管理換え・更新要望等を踏まえ調整した結果、廃棄車

両９台、管理換え３台の対応を実施したところである。

更新車両については、１１月に入札を行い、すでに５台全車が納車された

ことを確認している。なお、純減の他に更新に伴い５台が廃棄となる。

現段階において、３年間で１０日に満たない稼働の車両が１４台あること

や、スノーモビルの使用は各個人により区々であることを念頭に、車両ごと

の稼働状況や業務内容等を考慮したうえで適正な保有台数、配置に努め、

有効活用を図っていく考えである。

なお、稼働状況の調査時期等については、今後も今年と同様に考えてい

るが、更新のスケジュール間については、予算の状況にもよることから、単

年度ごとに検討のうえ進める考えである。

組合） 路網の整備については、造林・生産等の事業がある路線が優先されて

いる実態にあるが、その他各種、管理・保全等が必要な路網についても、

職員の負担軽減及び安全確保のため維持・修繕に努めること。

当局） 効率的な事業の実施・管理保全に向け路網の重要性は理解している。

既設林道の維持・修繕の対応ついては、年度当初に維持修繕の経費を示

達し、署の判断により必要に応じて修繕等を実施しているところである。

署からの追加要望については、関連事業からの支出や林道工事の入札

差金、追加予算を林野庁に要望し進めている状況であり、来年度について

も、当初予算の確保に努め、署と連携を図りながら、安全な林道の維持に

向けて取り組んでいく考えである。

組合） 事務・業務改善の必要性について共通の認識ができたと理解しており、

今年度は何か改善できたものはあるのか。

森林事務所も人が減り、路網修繕の予算要求事務をはじめ、地況・林況

調査の簡素化や委託化を求める声も出てきているが、今後に向け改善する

べきではないか。



当局） 事務・業務改善については、ＩＣＴ機器の発達や社会情勢の変化等を踏

まえつつ、より業務を効果的・効率的に実施するため、各種通知等の徹底

的な見直し、手続きの改廃や簡素化などを推進していくことが重要であると

認識している。

そのため、昨年度の署長等会議でも議論し、定期的にフォローアップして

いるところであり、引き続き、局段階で出来る事務・業務改善に向けて取り

組んでいく考えである。

組合） 現場からは、災害箇所の確認等で負担が大きいとの意見もあるが、認識

はどうか。

当局） 一部の現場に負担がかからないよう、署を指導するなど、体制作りに努

めて行く考えである。

組合） 円滑な業務運営、現場管理機能の強化に向けて、署等からの要望に基

づき、非常勤職員及び期間業務職員を確保すること。また、署等において

事業予定等を円滑に進めるため、内報の早期確定を図ること。

当局） 非常勤職員については、これまでも毎年度の予算事情や業務の必要性

を考慮する中で業務運営が円滑に行われるよう雇用してきたところである。

来年度の非常勤職員の雇用については、今後、署等に要望調査を行う

予定としているところであり、各署等における事情等を的確に把握し、事務

系、現場系ともに必要な雇用を確保できるよう努めてまいりたい。

また、予算の早期確定については、募集期間を確保する必要から、林野

庁へ迅速な対応を求めていく考えである。


